
 

令和６年 11月５日 

立山町総合公園利用者の皆様 

 

立山町建設課 

 

立山町総合公園 有料施設利用料改定のお知らせ 
 

 
日頃より立山町総合公園をご利用いただきましてありがとうございます。 

立山町総合公園の有料施設は、近年の電気代等の維持管理費の高騰により、施設の維持管理コ

ストが増大していることから、令和７年４月１日から利用料を改定することになりました。 

ご利用の皆様には大変ご不便をお掛けしますが、ご理解をお願いします。 

 

 

１．適用日 

令和７年４月１日（火）から 

 

 

２．対象施設 

 (1)野球場(2)多目的グラウンド(3)テニスコート(4)たてやまドーム(屋内グラウンド) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


